
議案第８４号 

尾張都市計画岩倉下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正に

ついて 

尾張都市計画岩倉下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する

条例を別紙のように定めるものとする。 

令和４年１２月２日提出 

岩倉市長 久 保 田 桂 朗 
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尾張都市計画岩倉下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正

する条例 

尾張都市計画岩倉下水道事業受益者負担に関する条例（平成６年岩倉市

条例第１号）の一部を次のように改正する。 

第４条の表に次のように加える。 

第７負担区 ４５０円

第６条第４項中「及びその納期等」を「、納期等」に改め、同条第６項

中「すべて」を「全て」に改める。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 


